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平成 27 年度第 2回鴨川市都市計画審議会 会議録

■ 開催日時・場所・出席者

日時：平成２７年１２月１８日（金）午後１時３０分～午後２時４０分

場所：鴨川市役所 ４階４００会議室

出席者：以下の通り

【出席委員】

（順不同、敬称略）

【欠席委員】

２名（阿比留勝利委員（城西国際大学観光学部客員教授）、安藤啓子委員（元商工会役員））

№ 区 分 氏 名 備 考

１
１号委員

（識見者）
吉村 敦広 一般社団法人 鴨川市青年会議所 理事長

２ 同上 鈴木 健史 一般社団法人 鴨川市観光協会 会長

３ 同上 石渡 清実 鴨川市農業委員会会長

４ 同上 寺尾 忠行 鴨川市商工会会長

５ 同上 永嶋 良子 建築士

６
２号委員

（市議会議員）
辰野 利文 鴨川市議会 議長

７ 同上 庄司 朋代 鴨川市議会 副議長

８ 同上 久保 忠一 鴨川市議会 建設経済常任委員会委員長

９
３号委員

（関係行政機関職員)
西川 正治 千葉県安房土木事務所長

10 同上 大友 昌弘 鴨川警察署長

11 同上 坪井 勇一郎 鴨川消防署長

12 同上 朝川 康彦 千葉県南部林業事務所長
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【市行政関係者】

【委託事業者】

１名

【傍聴者】

なし

■ 配布資料

・次第

・出席者名簿

・座席表

・鴨川市都市計画マスタープラン（素案）

・資料１ 素案に対する意見等への対応について

・資料２ 千葉県土地利用基本計画図

所属・職 氏 名 備 考

鴨川市長 長谷川 孝夫

鴨川市都市建設課 課長 藤後 良治 事務局

鴨川市都市建設課 課長補佐 長谷川 幹男 事務局

鴨川市都市建設課 都市整備係長 畠山 祐一郎 事務局

鴨川市都市建設課 都市整備係員 佐藤 良平 事務局
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会議要旨

１ 開会

○事務局・長谷川

皆さん、こんにちは。ご案内の時間前ですが、皆様お揃いですので、ただ今から平成２７

年度第２回鴨川市都市計画審議会を開会させて頂きます。

私は、本日の司会進行役を務めさせて頂きます、都市建設課長谷川幹男と申します。どう

ぞよろしくお願い致します。

まず最初に、お手元の資料の確認をさせて頂きたいと存じます。

平成２7年度第２回鴨川市都市計画審議会の「会議次第」でございます。次に、「出席者名

簿」、「席次表」でございます。続きまして、「鴨川市都市計画マスタープラン（素案）平成

２７年１２月」のＡ４の冊子と、「素案に対する意見等への対応について」と題しました資

料１と、「千葉県土地利用基本計画図」と題しました資料２、いずれも、Ａ３横の資料でご

ざいます。更に「マスタープラン（素案）に係る意見等提出票」と題しました、Ａ４縦のも

のでございます。

以上でございますけれども、配布漏れはございませんでしょうか。

なお、本日の会議は、お手元の会議次第に従いまして、順次、進めさせて頂きますので、

よろしくお願い致します。

本日の会議は、おおよそ１時間３０分程度、午後３時頃の終了を目安として進めて参りた

いと存じておりますので、ご協力をお願い致します。

なお、本日は、阿比留勝利委員さん、安藤啓子委員さんにおかれましては、所用により欠

席とのご連絡を頂いております。

鴨川市都市計画審議会設置条例第６条第２項の規定により、この会議の成立につきまして

は、委員の過半数以上の出席が必要とありますが、本日は委員１４名のうち１２名の委員の

出席を頂いております。従いまして、本審議会・会議は成立致しますことをご報告させて頂

きます。

それでは、開会に当たりまして、長谷川孝夫鴨川市長より、ごあいさつを申し上げます。

市長、よろしくお願いします。

２ 市長あいさつ

○長谷川市長

改めましてこんにちは。市長の長谷川でございます。今年の冬は暖冬という風に言われて

おるようでございまして、聞くところによりますと、東北と言いましょうか、北関東のスキ

ー場では雪が無くて困っているよと、こんなような話も聞いているところでございます。

しかしながら、今朝あたりからは、寒波が押し寄せたというんでしょうかね、少し関東地

方にもやってきたようでございまして、少し寒くなって冬らしくなってきたのかなと、こん

なような気がしているところでございます。

こうした中、本日は、平成２７年度の第２回目となります鴨川市都市計画審議会の開催を

お願いしましたところ、委員の皆様方には、年末の大変お忙しい中、御出席を頂きまして本
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当にありがとうございます。心から御礼を申し上げる次第でございます。

さて、昨年度より作業を進めて参りました第２次の鴨川市基本構想、これにつきましては、

ただ今、開会しております平成２７年第４回の鴨川市議会定例会におきまして、今議案とし

て上程をさせて頂いておりまして、本市がこれからの１０年２０年、総合的かつ計画的な行

政運営を進めるための最も基本的な指針となります「基本構想」、この策定を今急いでおる

ところでございます。

「活力あふれる健やか交流のまち鴨川」、これをひとつの大きなスローガンと掲げまして、

今この内容の上程をさせて頂いておるところでございまして、また機会がありましたら、今

インターネット等も流しているところでございますので、見て頂ければ大変ありがたいのか

なと、このように思っているところでございます。

また、この基本構想に基づきます「鴨川市第３次５ヵ年計画」、更には、まちの活力を創

造するための「鴨川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、これにつきましても計画の策定

を進めているところでございます。

ご案内のように、このまち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、国のひとつの事

業でもありますが、これをそれぞれの市町村でしっかりと立てなさいよと、これが大きな指

導としてある訳でございまして、更にはその根本的な部分と致しましては、今日本の人口が

１億２千７００～８００万でございましょうか、これを最終的には１億人程度に歯止めをか

けたい、このためにはどうしたらいいのか、出生率を上げることも大切だろうし、それ以上

にもっともっと子育て支援、あるいは結婚・出産、子育て、これをしっかりやることによっ

て、それぞれのまちが人口減少に歯止めをかけなさいよと、これが大きな指導として実は頂

いているところでございます。

そうした中で、本市におきましては、今日の都市計画とは少し話がずれるところではござ

いますが、平成５２年でしたね、２０４０年ですから５２年ということになりましょうが、

今の人口が約３万４千、これを３万２千に留めたい、歯止めをかけたい、そのためには何を

すればいいのかということで、色々な策定をさせて頂いている、総合戦略を立てさせて頂い

ておるということでございまして、全国的にこのままの状況で行ったならば、将来的には人

口が６千万、８千万になってしまう、これを１億人に留めるためにはどうしたらいいのかな

ということで、本市におきましては、２５年後の２０４０年には３万２千人程度に留めたい、

こういうようなことで今急いでいるところでございます。まさに、展望のひとつのイメージ

ということで数字的なものを挙げさせて頂いた訳でございますが、これには当然のことなが

ら現在の出生率では極めて厳しい、１．８ないし２．０にもっていかないと、この数字は非

常に難しい。更には、本市におきましては、東京に程よい近さにあり、あるいは、海、そし

て山、更には病院もしっかりしている、交流人口これを目指すべく、その材料としてスポー

ツ・運動施設等もしっかり整っている、こうしたことを活用しながら定住・移住人口、交流

人口を増やしながら、３万２千人という数を出してきた訳でございますが、それらも含めま

して、皆様に色々ご論議を頂きながら、しっかりとそれをやっていきたいということを今思

っているところでございます。

そうした中に、今皆さん方の検討頂いております、「都市計画の基本的な指針」となりま
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す「都市計画マスタープラン」の策定作業、これも実は並行してお願いしているところでご

ざいまして、よろしくお願いしたいと、改めてお願い申し上げるところでございます。

これらの都市計画マスタープランの上位計画との調整を、これまで調整を進めてきたとこ

ろでありますが、今年度におきましては、第１回の都市計画審議会、１０月２１日でござい

ましたでしょうか、開催させて頂きました。ここでは「全体の構想」、あるいは「地域別構

想」につきまして、委員の皆様方にお示しをさせて頂き、ご意見等を頂戴致したところでご

ざいます。

これからの本日の審議会につきましては、前回お示しをさせて頂きました「全体構想」、

そして「地域別の構想」に対しまして、皆様から頂きましたご意見等を十分に参考に致しま

して、修正、あるいは調整をさせて頂いたところでございまして、その内容をまずご説明さ

せて頂きたいと、この様に存じております。加えまして、マスタープランの最終章となりま

す、都市計画に関する「実現化の方策」につきまして、お示しをさせて頂き、ご意見を頂戴

したいと、この様に存じておるところでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

本市の都市計画に関する基本的な方針となります、この「都市計画マスタープラン」、こ

の改定に当たりまして、委員の皆様方には、具体的な計画内容に係わるご審議をお願いした

いと存じておりますので、この後、前回に引き続きまして、ご意見、ご提言等、忌憚の無い

積極的なご発言を頂ければと、この様に存じておるところでございます。

どうか今後とも、都市計画の推進のためにご理解を頂戴致したくお願い申し上げまして、

私からの開会に当たりましてのあいさつに代えさせて頂きます。よろしくどうぞお願い致し

ます。

○事務局・長谷川

ありがとうございました。続きまして、次第の３、会長あいさつを寺尾会長より、ごあい

さつを頂戴したいと存じます。寺尾会長、よろしくお願いします。

３ 会長あいさつ

○寺尾会長

皆さん、こんにちは。市長さんが申しましたようにですね、年末の大変お忙しい中、ご出

席を頂きまして誠にありがとうございます。また、ただ今市長さんよりですね、この審議会

に対するご意見等頂き、そして、また貴重なご意見ありがとうございました。よろしくまた

お願い致します。

それでは市長さんとはだぶるかも致しませんけど、一言、ごあいさつを申し上げます。

都市計画の基本的な指針となります都市計画マスタープランの改定に係ります、都市計画

審議会におきましては、今ほど市長さんが申しましたように、昨年度１回、今年度に入りま

して２回目とし１０月２１日に開催を致したところ、貴重なご意見を皆様方から頂き、本当

にありがとうございました。
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本日審議致します案件は、これまでに示されております素案の一部修正等の内容とともに、

「都市計画の実現化方策」に関するものと伺っておるところでもございます。

マスタープランの素案につきましては、最終章となります「実現化の方策」のとりまとめ

を終えますと、原案として、再度、当審議会にて審議を行い、その後、パブリックコメント

が予定されておりますことから、今後も引き続き、皆様方のご協力をお願い申し上げるとこ

ろでございます。

言葉が整いませんけれども、あいさつとさせて頂きます。本日はどうもご苦労様でござい

ます。ありがとうございました。

○事務局・長谷川

ありがとうございました。

なお、鴨川市都市計画審議会設置条例第６条第１項の規定に基づきますと、会議の議長は

会長が務めることとなっております。この後の議事の進行、議長につきましては、寺尾会長

に務めて頂きたいと存じます。

寺尾会長、よろしくお願いします。

○寺尾会長

はい。それでは、今事務局からお話があったように、議長を務めさせて頂きます。

それでは、座ったまま失礼させて頂きます。

条例の規定に基づき、議長を務めさせて頂きたいと思いますが、皆様方のご協力を頂き、

円滑に審議して参りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、会議運営に当たりまして、会議録の確認につきましては、議長において指名さ

せて頂くこととなっておりますので、本日の会議録の確認は、石渡委員様と、そして永嶋委

員様を指名させて頂きますので、よろしくお願い致します。

それではお手元の次第の(１)都市計画マスタープランの改定について、事務局より説明を

お願い致します。

４ 議事 （１）都市計画マスタープランの改定について

○事務局・畠山

はい。都市建設課都市整備係の畠山と申します。よろしくお願いします。

それでは、次第のとおり、都市計画マスタープランの改定についてご説明をさせて頂きま

す。座ってすみません、失礼させて頂きたいと思います。

お配りさせて頂いております、「鴨川市都市計画マスタープラン」の素案、平成２７年１

２月と書いてございますが、こちらは前回の１０月の審議会において、また、会議以降に、

ご意見等を頂戴しました内容につきまして、庁内各課との調整等も行いながら、一部修正や

見直しを行いましたものとなってございます。更に今回、第６章と致しまして「実現化の方

策」の項目が、新たに追記されたものとなってございます。
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このようなことから、本日、ご説明させて頂きますのは、「鴨川市都市計画マスタープラ

ン」の素案に対します、ご意見等への対応に関する内容と、第６章となります、都市計画に

関する「実現化の方策」の内容となります。

それでは、「鴨川市都市計画マスタープラン（素案）」並びに、資料１「マスタープラン（素

案）に対する意見等への対応について」と題します、Ａ３横の資料に基づきまして、説明を

させて頂きたいと思います。

まず、資料１でございますが、表の左側から、それぞれの項目の整理番号、該当ページ、

下のカッコ書きの数字では前回の素案のページの番号となります。その右側に、章、節、項

目番号、そして、これまでに頂戴致しましたご意見と、その理由がございます。一番右の欄

が、頂戴致しましたご意見等に対する対応（案）を述べさせて頂いておるところでございま

す。こちらの一覧表に記載してございます事項におきましては、庁内調整や、総合計画等と

の内容と整合を図ったことによる修正、一部削除等も含まれておりますが、時間の都合もご

ざいますので、ここでは委員の皆様方より頂戴致しました、ご意見等を中心に、修正や追記

を行いました、マスタープランの中心となる主要な事項に関しまして、説明の方をさせて頂

きたいと存じます。

まず最初に、全体の意見として３つございます。その１点目と致しまして、『総合計画に

おいては「安心・安全」となっていますが』、とのご意見がありましたが、国土交通省等に

おきましては「安全・安心」との標記を用いておりますことから、本計画におきましては、

「安全・安心」としておるものでございます。

２点目と致しまして、『地域拠点について、鉄道駅を拠点とした考え方で良いのか』、との

ご意見がございましたが、本計画におきましては、各地域における中心的な市街地を位置づ

けるものであり、地域別構想の中で、地域の観光等の拠点となる交流拠点を新たに位置付け

をしておるところでございます。マスタープランの素案の方の７９ページ、江見地域におけ

ますまちづくり方針図がございますが、太海地域の沿岸部におきまして、観光資源と位置づ

けた交流拠点を新たに追加しておるところでございます。更に８７ページ、長狭地域におけ

ますまちづくり方針図の中でございますが、こちらには大山不動尊を交流拠点と新たに位置

づけて併記をさせて頂いております。

それでは、また資料１の表の方へと戻らさせて頂きたいと思います。資料１の３番目でご

ざいますが、『小さい単位での、コミュニティ計画的なものを合わせ、地域の体力を上げる

ことも必要なのでは』、とのご意見を頂戴致しましたが、こちらにつきましては、第６章の

「実現化方策」にございます、市民の役割の中に盛り込んでございますので、後ほど、第６

章の説明の中で、詳しく説明をさせて頂きたいと思っております。

続きまして、資料１対応表一覧の、整理番号５番から７番でございますが、マスタープラ

ン素案の２１ページをご覧ください。こちらには、「将来都市像」がございますが、従前は

『地域が輝く拠点連携型の持続可能な都市・鴨川』となってございました。しかしながら、

『「持続可能な都市づくり」と、１ページ前の基本理念【２】に謳われている』との意見を

頂戴致しました。このご意見を踏まえ、将来都市像を『地域が輝く拠点連携型の環境共生都

市・鴨川』に一部修正をしまして、土地利用特性や都市機能、歴史・文化資源などの、地域
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の個性を活かした施策の展開を図るものとし、地域間のネットワークの拡充を目指すものと

致しましたところでございます。

続きまして、一覧表に戻りまして８番、『鴨川版コンパクトシティの概念について説明を』

とのご意見を頂戴致しましたので、素案の２２ページでございますが、「鴨川版コンパクト

シティの考え方」の軸となります項目を①から④まで明記させて頂いたところでございます。

①としまして、「既存市街地及び集落内の生活環境改善とコミュニティの維持・活性化」を、

②と致しまして「郊外部への無秩序な市街地の拡散抑制」、③と致しまして「交通ネットワ

ークの拡充による地域・拠点間移動の円滑化」、④と致しまして「既存ストックの有効活用

による都市経営コストの効率化」を目指すものとして、その概念につきましては、２３ペー

ジの方へイメージ図を示してございます。

すみません、またＡ３の資料１に戻りますが、資料１を１枚めくっていだだき、一覧表の

２ページとなりますが、１２番目『マスタープランの将来人口・世帯フレームについて、総

合計画や地方創生の人口ビジョンによるものとせず、その考え方を記述する方が良いので

は』とのご意見を頂戴致しました。これにつきましては、素案では２４ページ、上から６行

目以降となりますが、「健康福祉産業の拡大や農林水産業の６次産業化、鴨川版ＣＣＲＣ構

想の推進、鴨川版ＤＭＯの形成、子育てのトータルサポート、教育の充実などを重点施策に

位置づけ、これらの施策を一体的に展開することにより、市内の人口や雇用を確保していく」

と、総合計画や人口ビジョン等の骨子につきまして、追記を致したものでございます。

続きまして、Ａ３の一覧表になりますが、１３番、素案では３０ページ、中段から下にな

りますが「修復型まちづくりの促進」の項目でございますが、『高密度な漁業集落の特性は

文化的魅力でもあり、これに配慮した道路等修復の方針を』とのご意見を頂戴致しましたの

で、素案におきましては、「高密度な集落形態によって形成されてきた文化性にも配慮し」

との記述を修正致したところでございます。

また、資料１の一覧表の１４番でございますが、『東条地区の旧国道沿いを商業地に見直

す必要性については』とのご意見を頂戴致しましたが、右側の対応（案）のとおり、東条地

区の旧国道沿いにおきましては、「現状の土地利用や交通網の整備状況等を勘案し、都市計

画運用指針や、千葉県の定める用途地域の設定基準、千葉県におきましては、商業地の設定

につきましては、概ね５ha以上の規模という風に設定しておりまして、それら基準と照らし

合わせた場合、指定要件を満たさない可能性も高いことから、本計画におきましては位置づ

けないもの」と致しておるところでございます。

続きまして、一覧表の１５番になりますが、『耕作放棄地や山間部の治水など、田園共生

ゾーンの維持、保全について』ご意見を頂戴致したところでございますが、素案におけます

自然的土地利用の方針におきましては、「都市計画法以外の法令、例えば農地法、森林法、

自然公園法など、その他の法令を遵守することにより、保全・管理を図るものとする」とと

もに、第６章、今後説明をさせて頂きますが、「実現化方策」の中におけます市民の役割の

中にも、「農地や山林の積極的な利用に基づく適切な管理」との記述を、盛り込んだところ

でございます。

続きまして、一覧表の１７番から２０番の『公共交通の拡充と利用促進』に関する箇所に
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おきましては、担当課と調整をしました結果、対応（案）のとおり、記述内容の修正を行っ

たものでございます。

続きまして、一覧表の２１番になりますが、素案の４８ページ『水環境の保全と整備』の

２項目め、「海岸の機能拡充」につきましては、「高潮・津波対策のための護岸の整備促進」

と「自然環境に配慮した機能拡充」とに、項目を分けて記述致したところでございます。

一覧表の２２番と２３番につきましては、項目につきましては、総合計画の内容と整合を

図ったところでございます。

次に、一覧表の２５番、素案の６８ページで、天津小湊地域の「まちづくり方針」に位置

付けられました『都市計画区域の再編に関して、どこまで具体的に位置づけるのか』とのご

意見を頂戴致しましたが、これにつきましては、「実現化方策」の中で、具体的なイメージ

を示すものとしておりますので、後ほどご説明をさせて頂きます。

最後になりますが、一覧表の２９番から３３番まで、素案の「地域別構想」の「将来像」

につきましてご意見を頂いたものでございます。『地域や拠点の、個性・役割を輝かせて、

連携の内実を高める方向とし、明確な地域らしさの創出、役割等の明示が必要ではないの

か。』また、『地域の固有性・特性ある拠点化を含む表現とすべき』との、ご意見を頂戴致し

たところでございますが、頂きましたご意見を踏まえ、素案の５９ページの鴨川地域におき

ましては、『都市機能が集まる中心拠点 賑わいと癒しが調和したまち 鴨川』と、都市拠

点としての位置づけを明確に記述したところでございます。

また、６８ページの天津小湊地域におきましては、『歴史物語が息づく観光拠点 産業と

暮らしが共生するまち 天津小湊』としまして、歴史・文化資源を活かした観光産業の拠点

としての位置づけを明確にしたところでございます。

続きまして、７６ページの江見地域でございます。江見地域におかれましては、『文化が

香る交流拠点 住みたくなるあったかいまち 江見』としまして、大学との協働・連携を図

るとともに、観光資源を活かした交流拠点としての位置付けを明確にしたものでございます。

また、８４ページになりますが、長狭地域。長狭地域の将来像につきましては、『伝統文

化が生きる里山 豊かな農と食による憩いのまち 長狭』とし、歴史・文化を活かした農業

を支える田園居住地としての位置づけを明確にしたところでございます。

このように、それぞれの各地域におけます、拠点や個性・特色を表した将来像へと変更を

行ったものでございます。

このように、頂戴致しましたご意見等への対応の他、素案の文言や言い回しにつきまして

は、適宜調整を図っておりますことを申し添えさせて頂きます。

以上、資料１に基づきまして説明をさせて頂きましたが、都市計画マスタープランの素案

におけます、これまでの主な修正点や変更箇所について説明をさせて頂きました。

続きまして、都市計画マスタープラン（素案）の方の８８ページ以降となります、第６章

「実現化方策」について、説明をさせて頂きたいと思います。マスタープラン（素案）の８

８ページをご覧ください。ここからは、将来都市像を実現するための「都市計画を推進する

ための方策」を挙げさせて頂いております。
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まず、８８ページの中段に、（１）「県と連携した都市計画区域の再編及び見直し」がござ

います。本件につきましては、第４章の全体構想におけます「土地利用の基本方針」の中で

も位置付けしておりますが、「鴨川都市計画区域」と「天津小湊都市計画区域」の２つの都

市計画区域の統合・再編を促進し、一体的な土地利用誘導に基づく、質の高い都市づくりを

目指すこととしておるものでございます。具体的な区域の再編・見直しのイメージにつきま

しては、次ページとなります８９ページをご覧ください。現在の状況は、上の図となってお

りまして、２つの都市計画区域が併存しておる状況でございます。一方、本市が今後目指そ

うと致します都市計画区域のイメージとしましては、下の図のオレンジに塗られた区域での

検討を進めるものとしておるところでございます。

この区域の設定根拠でございますが、前回会議での天津小湊地域におけます「まちづくり

方針」の中の説明にて触れさせて頂きましたが、これは「千葉県土地利用基本計画」に位置

付けられております「都市地域」との整合性を図るものとしておるところでございます。こ

の「千葉県土地利用基本計画」におけます計画図でございますが、資料２が土地利用基本計

画図でございまして、この計画図におけます「都市地域」、右下の凡例では一番上にお示し

をされておりますが、赤線の四角に囲まれておりまして、内側にちょっとひげが出ているよ

うな形で囲まれた区域、この都市地域との整合を図るものとして、検討を進めるものとして

おるとことでございます。

それでは、この「土地利用基本計画図」と、計画図におけます「都市地域」の位置付けに

ついて、少し触れさせて頂きたいと思います。資料２の図面の計画図を一枚めくって頂きま

すと、Ａ４縦のフロー図がございます。こちらにつきましては、都市計画と上位計画の関連

性を表したフローとなっております。上から、国、県、市と順番に定めます計画と、それぞ

れが関連する計画との位置づけを示してございます。ここでの最上位計画は、国が定める「国

土利用計画」がありまして、この国土計画とは、「自然的、社会的、経済的、文化的といっ

たものを考慮して、総合的、長期的な観点に立って、公共の福祉の優先、自然環境の保全が

図られた国土の有効利用を図ることを目的として、国土の利用に関する基本構想や、国土の

利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要を定めている」計画となって

ございます。

更に、国の国土利用計画に基づきまして、千葉県が策定致します「千葉県国土利用計画」

があります。その国土利用計画につきまして、「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公

園地域」「自然保全地域」を定めましたものが、先ほどお示しさせて頂きました「千葉県土

地利用基本計画」でございます。その基本計画におけます計画図がＡ３の横の図面で示させ

て頂いたものです。表の図面に戻って頂きますと、先ほど凡例ちょっと触れさせて頂きまし

たが、５つの地域地区がございますが、千葉県の土地利用基本計画書の中におきまして、そ

の設定基準が次のよう定められております。まず、「都市地域」は、「都市計画法の規定によ

り、都市計画区域として指定されることが相当な地域」と定められており、「農業地域」に

おきましては、「農業振興地域の整備に関する法律の規定により、農業振興地域として指定

されることが相当な地域」、「森林地域」におきましては、「森林法の規定による国有林の区

域、又は地域森林計画の対象となる民有林の区域として定めることが相当な区域」、「自然公
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園地域」は、「自然公園法又は、千葉県立自然公園条例の規定により自然公園として指定さ

れることが相当な地域」として、また、「自然保全地域」は、「自然環境保全法、又は千葉県

自然環境保全条例の規定により自然環境保全地域として指定されることが相当な地域」とし

て設定を致し、それぞれの地域区分を示した図が、この土地利用基本計画図となっておると

ころでございます。

この計画図の天津小湊地域をご覧頂きますと、赤いラインの都市地域が引かれております

ライン、このラインは概ね高圧線を基準とした位置の辺りに引かれておるところでございま

す。一方、鴨川地域におきましては、東条・西条・田原地区におきまして、現在の都市計画

区域の外側に広がります住宅地域を含めた辺りに引かれておる状況でございます。

「千葉県土地利用基本計画」におきましては、「都市計画法、農業振興地域の整備に関す

る法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等に基づく諸計画に対する上位計画として、

行政内部の総合調整機能を果たす」と、計画に謳われておりますことを踏まえますと、この

基本計画図の「都市地域」を基本と致しまして、マスタープランの素案の方へと戻りますが、

素案の８９ページ、下の図のように、天津小湊地域におけます都市計画区域については、山

間部を除外するものとして検討を進め、鴨川地域におきましては、現在の都市計画区域縁辺

部の一部編入も検討要素に含みながら、都市計画区域の再編・見直しを進めるものとしたと

ころでございます。

続きまして、素案の９０ページをご覧ください。都市計画区域につきましては、都市計画

法に基づき、千葉県が都市計画決定権者となって定めますものでありますことから、千葉県

が行う都市計画決定手続きにつきまして、その手続きフローを示してございます。中心には、

千葉県が手続きを行うもの、また、都市計画は、住民に密接な影響を及ぼすため、左側のオ

レンジで囲まれておりますように、住民の意見の反映や、住民が意見を述べられる機会が設

けられてございます。また、市の関わりとして、右側の緑で囲まれたところにありますよう、

千葉県から市に対し意見聴取がなされるものとなってございます。しかしながら、県が定め

る都市計画であっても、基礎調査や原案等の作成は市が中心となって進めるとともに、千葉

県との事前協議を積極的に進めなければならないことも必要となってきます。

次に、９０ページの下段になりますが、（２）「地域地区の見直し及び導入の検討」とござ

いますが、全体構想や地域別構想にも方針づけされましたように、用途地域につきましては、

土地利用状況の変化に応じ、適宜点検・見直しを行い、用途地域等が指定されていない既存

市街地におきましては、特定用途制限地域や準防火地域の指定などについても検討を進める

ものとしておるところです。なお、用途地域や特定用途制限地域、防火・準防火地域などの

指定につきましては、９１ページにございます手続きフローのとおり、こちらにつきまして

は鴨川市が都市計画の決定権者となりますことから、市が手続きの中心となって指定を行う

こととなっておるところでございます。

続きまして、９２ページになりますが、（３）「計画的な道路整備の展開」としまして、鴨

川版コンパクトシティの形成に不可欠な道路ネットワークの構築に向けまして、既に事業化

や事業着手している４路線を、短期的な整備・改良が見込まれる路線として位置付けをして

おるところでございます。また、中期、長期整備を目標とする路線につきましても、全体構



12

想に基づいて位置付けておるところでございます。

また、その下からは、（４）「既存市街地における狭あい道路の整備及び建物更新の促進」

として、現在も実施しております「狭あい道路整備事業」を活用し、引き続き、建物の建替

えに伴う、道路空間の確保を進めるものとしておるところでございます。また、建築基準法

上の道路に接していない土地を宅地として活用するための方策としまして、鴨川市におきま

しては、まだ前例はございませんが、９３ページには「共同化による建替え」について、ま

た、９４ページにつきましては「連担建築物設計制度」について、その概要を示してござい

ます。

９３ページの「共同化による建替え」とは、下にそのイメージ図が描かれておりますが、

左側の絵にはＡさん、Ｂさん、２つの戸建て住宅が建っておるところですが、Ｂさんの住宅

の敷地が建築基準法の道路に接していない、いわゆる接道義務を満たしていないことから、

このＢさんの敷地だけでは、建替えができないケース、それを想定しております。しかし、

例えば、このお隣のＡさんと一緒に、Ｂさんが共同住宅へ建替えをし、Ａさん、Ｂさんそれ

ぞれの住まいを、一棟の共同住宅で住まいを確保して、余った床面積を貸店舗等にし、建替

え費用の低減を図っていこうといったような手法でございます。一方、９４ページの「連担

建築物設計制度」でございますが、これは概要図にありますように、接道義務を満たしてい

ない奥まった敷地のＤさん、Ｃさんの建物は、そのままでは個別に建替えができません。Ａ

さん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさん、接道をしているＡさんとＢさんに協力して頂きながら、４

軒の敷地を、特定行政庁、鴨川市の場合は千葉県になりますが、通路の幅員や空き地面積、

建物不燃化など、建替えの計画を決めた上で、ひとつの敷地として認めてもらうことにより、

それぞれの建物を任意の時期に建替えが可能となるよう、千葉県の方に認めてもらい、建て

替えをしていく制度でございます。

続きまして、９５ページになりますが、空き家に対する管理・活用方策に関する方針、総

合運動公園におけます多目的施設整備に伴う都市公園への位置付けに関する方針、更には、

都市下水路の長寿命化とともに、前原・横渚地区の排水機能の強化につきましては、全体構

想を踏まえた方針付けを行っておるところでございます。

以上、「将来都市像の実現に向けた施策展開の方向性」について説明をさせて頂きました

が、短期的な取組みが可能な施策につきましては、「第２次鴨川市総合計画」に基づいて策

定されます、「鴨川市第３次５ヵ年計画」に位置付けをしまして、評価指標の目標値を設定

し、進捗管理を行いながら、年度別事業計画に基づき実施いくものと計画しておるところで

ございます。

続きまして、９６ページからは、大きな２項目め、「多様な主体との協働・連携による都

市づくり」と題しまして、少子高齢化や人口減少、行財政運営の安定化などに対応した都市

づくりを進めるためには、従来の「行政主導」だけではなく、市民や事業者、ＮＰＯ団体等

の多様な主体との「協働・連携」による取組みが必要不可欠となっておりますことから、下

の図にありますように、それぞれの主体が果たすべき役割を認識することにより、都市づく

りへ積極的に取組んでいこうということが必要となってくるものでございます。

まず、「市民」の役割としましては、市民自らの生活の場となる都市を、より住みやすい
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環境としていくのは、市民の権利であり、責務でもあることから、これからの都市づくりに

おいては、市民の積極的かつ主体的な取組みを期待するものでございます。特に、都市構造

に影響を与えます開発や建築行為につきましては、関係法令を遵守するとともに、周辺環境

との調和や空き家の有効活用などにも配慮し、市街地の無秩序な拡大の抑制に努めるものと

します。また、狭あい道路の整備促進につきましても、地域全体での相互理解を深め、安全・

安心な住環境の形成に努めるものとします。更に、本市の豊かな自然環境を保全するため、

農地や山林の積極的な利用による適切な管理、日常の美化活動等への継続的な取組みも求め

られておるところです。今後は、コミュニティレベルでまちづくりに対する意識の醸成を図

っていくことも重要であるものと考えております。

続きまして、「事業者」の役割と致しましては、企業や大学等の事業者につきましては、

日頃の事業活動を通じて、市や地域の活性化に貢献するとともに、市民や行政が進める都市

づくり活動に積極的に参加・協力していくことが期待されますとともに、開発・建築行為に

おける法令遵守はもとより、周辺の住環境や営農環境の保全への配慮も求められます。また、

積極的な社会貢献活動等の展開により、農地や山林などの管理、道路美化活動、ＣＯ２の排

出抑制への取組みとともに、専門性を活かした都市づくり活動など、市民や行政などと連携

した都市づくり活動への取組みも求められるものとしております。

最後に、「行政」の役割についてですが、本計画で掲げた将来都市像の実現に向けて、効

果的かつ効率的な都市づくりを着実に進めていくため、道路等の都市基盤の整備については、

計画的な事業の推進に努めるものとしておるところです。更に、本日ご説明させて頂いてお

ります、第６章実現化方策に示しております事項につきましては、上位関連計画や市民意向

等を踏まえた上で、都市課題の解消に取り組んでいくものとしておるところです。また、積

極的な情報発信により、多様な主体に対し、都市づくりへの意識の醸成を図るとともに、支

援体制の充実にも努めるものとしておるところでございます。

最後になりますが、９９ページには、大きな３項目めとして、「都市計画マスタープラン

の管理と見直し」につきまして記載しておるところです。都市計画マスタープランに限らず、

計画の策定後には、具体的な施策が効果的に展開されているのか、適正な進行管理が図られ

ているのかを確認していく必要があります。そのため、都市計画マスタープランにおきまし

ては、本市の最上位計画であります総合計画に位置づけられました成果指標や市民意識調査

の結果などを用いて、関連計画と一体となった総合的な進行管理を図るものと致します。下

の図にありますよう、「計画」、プランですね、これを「実行」し、ドゥ、「評価・点検」、チ

ェックを行い、「改善・見直し」、アクションを行うことにより、次の「計画」、プランにつ

なげていくと、継続して質の向上を図っていくという、それぞれのアルファベットの頭文字

を用いた「ＰＤＣＡサイクル」、による、進行管理と効果的な施策の展開を実施していくこ

ととしておるところでございます。

また、マスタープランの見直しにつきましては、「第２次鴨川市総合計画」の目標年次が

平成３７年と、ちょうどマスタープランの中間年と重なりますことから、平成３７年を目安

に、計画の方向性や進捗状況等の検証を行った上で、必要に応じて計画内容の充実を図るも

のとしております。
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なお、都市計画マスタープランの構成でございますが、本編の第６章の後に、参考資料の

「用語集」が添付する形での構成となっており、本日お示しさせて頂いております素案の構

成をもちまして、ひと通りの計画書となるものでございます。

また、本日、ご説明させて頂きました第６章実現化方策の内容につきまして、本日の会議

以降にも、後日、ご意見等ございますようでしたら、お配りさせて頂いております、資料と

合わせてお配りさせて頂いております、『素案に係る意見提出票』にご意見ご記入のうえ、

都市建設課まで、期限が大変短くて申し訳ありませんが、年明けの１月８日まで、ご提出頂

ければとお願い申し上げます。

以上、大変長くなりましたが、都市計画マスタープラン「第６章実現化方策」についての

説明を終了致します。以上、事務局からの説明を終了致します。ありがとうございました。

○寺尾会長

はい、ありがとうございました。本当に説明するのも中々大変かもしれませんけど、皆さ

ん聞いていかがだったでしょうか。

以上をもちまして説明が終わったんですが、皆様方からご意見等々があればお伺いしたい

と思いますけど。

またご意見等々があれば、これ、用紙に書いて出して頂くというようなことでよろしゅう

ございますか。今日、何かご意見等々ございますか。

○鈴木委員

私はこの実現化方策が一番大切だと思ってまして、これがしっかりしていないと絵に描い

た餅になっちゃうなということで、私は観光という立場で申し上げさせて頂きますと、例え

ば３３ページのですね一番最後、「本市の新たな魅力づくり、更には美しい海岸を有するま

ちとしてのイメージとブランドの確立に向け」云々という風に書いてございますですね。イ

メージとブランドの確立をしていくには、地域の「見た目の一体感」と言いますか、そうい

ったものがかなり重視されてくるという中で、しかしながら、その民間の土地をですね、勝

手にいじくっちゃうっていう訳にはいかん訳でございますね。ここの方策の中で、やはり例

えば、土地の等価交換だとかですね、そういったことによる土地の整備ということも必要に

なってくるんじゃないかなと、いう風に思っております。

例えばですけども、このエリア一帯にですね、くず鉄が積まれている訳ですね。それでい

てブランドもへったくれもない訳ですよ。そういった時に、本当にあそこにくず鉄屋さんが

必要なのだろうかと、もっとこういったところに等価交換で移転して頂いてですね、という

ようなことまで踏み込んでいかないと、この目的を達成するのは中々難しいんじゃないかな

と。

もうひとつは、これは確認でございますけれども、県の都市計画を主体としてやっていこ

うじゃないかというアプローチがひとつと、それからもうひとつは、地域からこの県に対し

てのというのも、これがありということでございますかね。
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○事務局・藤後

それでは、まず後の方の質問を先に答えさせて頂きます。まず県の主体ということにつき

まして、県で決定する都市計画区域、都市計画というものがございまして、最初に説明した

都市計画の区域、エリアですね、これを今縮小とか言っていますが、これについては県の決

定によるものになるということでございます。それの次に説明した用途地域、その中を住宅

地域とか、商業地域であるとか、この色分けをするのが市の決定、という風に分かれていま

す。それ以外にもたくさん種類はあるんですが、県の決定と市の棲み分けっていうのは分か

れているんですが、本市に今一番関係するのは都市計画区域が県、用途地域については市が

決定をすることになっていると、まあこういう風になっています。

○鈴木委員

どうしてこれを聞いているのかと申し上げますと、かつて鴨川シーワールドができるとき、

あそこは防風林で一切切っちゃいけなかったんですね。これを認めさせて今の鴨川シーワー

ルドが出来上がっている訳でございます。つまり、県主導型でずっと行ってしまいますと、

あの鴨川シーワールドは建ってなかったということになります。

ですから、やはりまちがこういう施設が必要だから、こういう風に開発したいから、こう

いうことを今まで南部林業ですか、管理しているあれだけども、ここは認めてもらいたいと

かですね、そういうようなボトムアップのあれも、方策の中には必要なんじゃないかなと、

斯様に思った次第です。

○事務局・藤後

すみません。最初の一番目のお答えさせて頂きますが、民間の土地を等価交換、あるいは

それ以外のものにしなければイメージしたものも中々できない、建っていかないんじゃない

かということでございます。これにつきましては、そのための都市計画法であって、あと用

途を定めるのもそのひとつです。だから今は住宅地の中に工場をつくったりはできないよう

な仕組みにはなっております。

ただ、その等価交換をするといいますと、またもう一歩上のレベルかなということがあり

ますので、その辺はちょっと検討材料にさせて頂ければと思います。

○寺尾会長

よろしゅうございますか。はい。他に何か。

○辰野委員

だいぶ意見を取り上げて頂いてありがとうございます。それで一点だけちょっとお聞きし

たいんですが、先ほど天津小湊の全域に掛かっていたところを見直して頂いて、高圧線から

南側ということ確か説明があったような気がするんですが、なぜその高圧線から南側という

ことに決めたのか、その理由をちょっと聞かせて頂けますか。
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○事務局・藤後

はい。一応この都市計画のマスタープランで挙げている時もイメージという形で表現させ

て頂いておりますけども、当初の千葉県土地利用基本計画の時にはですね、都市計画区域の

エリアもそうなんですが、現在の鴨川地域もそうなんですが、ある程度地形や地物、やはり

将来にわたって動かないものでひとつ設定すると。あるいは道路を境に何ｍのラインまでを

というような設定の仕方をしております。旧町の時には、その辺が山の中ということもあっ

たんですが、その時代にはやっぱり十分景気のいい時と言いますか、何かそういう開発も行

われる可能性も予想された中で、最大限とったのかなと、高圧線の位置を位置づけをしたの

かなという風に思います。以上です。

○寺尾会長

よろしゅうございますか。はい。他に何か。

今先ほどね言われたくず屋さんの話、あの話は前々から出ているんですね。市の方でも心

配しているところでございますから、その程度で。

後は。無いようでしたら、よろしゅうございますか。はい。

それでは、その他、何か事務局の方からありますか。はい、どうぞ。

４ 議事 （２）その他

○事務局・佐藤

既に会長より今後の予定について説明がございましたが、事務局より、今後の都市計画審

議会の開催予定につきまして、確認のご連絡をさせて頂きます。

次回の会議につきましては、平成２８年１月下旬に予定しております。本会議で審議頂き

ました内容についてとりまとめを行い、その原案を審議して頂く予定となっております。そ

の後、２月にパブリックコメントを行い、パブリックコメントで出た意見の調整を行った原

案を３月の会議にて審議して頂く予定となっております。

最後に、重複になってしまいますが、次回の平成２７年度第３回会議につきまして、平成

２８年１月下旬に予定しており、今後詳細な日程が決まり次第、開催通知にてお知らせ致し

たいと思っておりますので、ご協力の方、よろしくお願い致します。

○寺尾会長

はい、ご苦労様でございます。

今事務局の方からですね、次回の第３回の会議を年明けの１月の下旬、そしてまたパブリ

ックコメントとして２月を予定しているという風なことで、計画を立てる訳でございますけ

れども、よろしゅうございますか。

（「はい」との声あり）




